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概
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史
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「ソーシャル」を論じた人びと

中世から現代まで、
さまざまな時代の局面で語られ、
論じられた「ソーシャル」。

本稿の中で取り上げるおもな人物と、
彼らの語る「ソーシャル」を
時系列に沿って紹介する。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
経
済
学
者
。

貧
困
層
の
経
済
的
自
立
支
援
を

目
指
し
、少
額
融
資（
マ
イ
ク
ロ

ク
レ
ジ
ッ
ト
）専
門
の「
グ
ラ
ミ
ン

銀
行
」を
１
９
８
３
年
に
創
設
。

以
後
、各
国
で
こ
れ
に
触
発
さ
れ

た
活
動
が
起
き
た
。２
０
０
６

年
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
と
と
も
に
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
受
賞
。

英
国
の
政
治
家
。１
９
７
５
年
、

女
性
初
の
保
守
党
党
首
に
選
ば

れ
79
年
首
相
に
就
任
。国
民
に

自
助
努
力
を
訴
え
、政
策
の
主

眼
を
福
祉
国
家
か
ら
自
由
主
義

経
済
国
家
へ
の
復
帰
に
お
い
た
。

労
働
組
合
に
攻
撃
を
向
け「
小

さ
な
政
府
」を
目
指
し
国
有
産

業
の
民
営
化
を
は
か
っ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
学
者
。研

究
領
域
は
経
済
理
論
・
政
策
だ

け
で
な
く
、科
学
方
法
論
、法
哲

学
、社
会
思
想
な
ど
社
会
科
学

の
広
範
な
分
野
に
及
ぶ
。貨
幣

的
景
気
理
論
を
展
開
。資
本
理

論
を
純
化
さ
せ
、ま
た
自
由
主

義
経
済
政
策
を
主
張
。１
９
７

４
年
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
。

政
治
思
想
家
、哲
学
者
。ド
イ
ツ

生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
で
、ナ
チ
ス

政
権
成
立
後
、パ
リ
、さ
ら
に
ア

メ
リ
カ
に
亡
命
。ア
メ
リ
カ
国
籍

取
得
。主
著
に『
全
体
主
義
の
起

原
』『
人
間
の
条
件
』な
ど
。ナ
チ

ス
戦
犯
裁
判
の
報
告『
イ
ェル
サ

レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』で
は
多
く
の

論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。

経
済
学
者
。明
治
期
に
ド
イ
ツ

に
留
学
し
経
済
学
の
ほ
ぼ
全
領

域
に
わ
た
っ
て
研
鑽
を
積
む
。帰

国
後
、東
京
高
等
商
業
学
校

（
現・一
橋
大
学
）等
で
教
鞭
を
と

り
、多
く
の
優
れ
た
弟
子
を
養

成
。マ
ル
ク
ス
経
済
主
義
に
は
批

判
的
で
、独
自
の
厚
生
経
済
学

の
体
系
も
構
想
し
た
。

ド
イ
ツ
の
政
治
家
。プ
ロ
イ
セ
ン

首
相
と
な
り
、軍
事
力
中
心
の

い
わ
ゆ
る「
鉄
血
政
策
」で
普
墺

戦
争
に
勝
利
す
る
と
と
も
に
、

国
内
紛
争（
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
紛

争
）を
収
拾
し
、さ
ら
に
普
仏
戦

争
に
勝
利
し
て
ド
イ
ツ
統
一を
完

成
し
、ド
イ
ツ
帝
国
初
代
の
宰

相
と
な
っ
た
。

イ
タ
リ
ア
の
神
学
者
、哲
学
者
、

聖
人
。信
仰
と
理
性
と
の
統
一・

総
合
を
目
指
し
た
ス
コ
ラ
学
の

大
成
者
。ナ
ポ
リ
、パ
リ
、ケ
ル
ン

の
各
大
学
に
学
び
晩
年
は
ナ
ポ

リ
の
神
学
教
授
を
務
め
た
。著

作
は
膨
大
か
つ
多
岐
に
わ
た
る

が
、最
大
の
主
著
は
３
部
か
ら
な

る『
神
学
大
全
』。

「
社
会
的
」

と
い
う
概
念
は

意
味
が
極
め
て
曖
昧
な

「
ぼ
か
し
言
葉（w

easel w
ord

）」

に
す
ぎ
ず
、

不
適
切
な
だ
け
で
な
く

有
害
と
論
じ
る

「
社
会
的
な
も
の
」の

肥
大
化
に
よ
っ
て
、人
間
の

「
公
共
的
」な

活
動
力
は
ま
す
ま
す

衰
え
る
と
論
じ
る

「
社
会
と
い
う
も
の
は

存
在
し
な
い

（T
here is no such

thing as society.

）」と

公
的
に
発
言

国
家
主
導
に
よ
る

「
社
会
的
国
家
」を

実
現
す
る

「
ソ
キ
エ
タ
ス（society

の
語
源
）」を

「
何
ら
か
の
完
全
性
へ
向
か
う

人
々
の
集
ま
り
」と

理
解
す
る

「
社
会
」を

「
人
格
が
自
己
実
現
の
た
め
に

非
人
格
的
な
も
の
に

抵
抗
す
る
運
動
の
場
」

と
捉
え
る

社
会
的
貢
献
や

社
会
問
題
解
決
と

利
潤
追
求
の
両
立
と
い
う

新
し
い「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」を
実
践
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ソ
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ャ
ル

パ
ブ
リ
ッ
ク

ス
コ
ラ
学
の

黄
金
時
代
を
築
い
た

思
想
家

ド
イ
ツ
統
一を

果
た
し
た

「
鉄
血
宰
相
」

日
本
の
経
済
学
形
成
に

大
き
く
貢
献
し
た

学
者

現
代
社
会
の

危
機
の
根
源
を

問
う
た
哲
学
者

「
鉄
の
女
」と

呼
ば
れ
た

意
思
強
固
な

政
治
家

金
融
を
介
し
た

ソ
ー
シ
ャ
ル・

ビ
ジ
ネ
ス
の

先
駆
者

自
由
の
尊
重
を

特
に
重
視
し
た

経
済
学
者
で
あ
り
、

思
想
家

今
日
、ご
く
一
般
的
に
使
わ
れ
る「
ソ
ー
シ
ャ
ル（social

）／
社
会
的
」と
い
う
言
葉
。こ

れ
は
、そ
も
そ
も
何
を
指
し
示
し
、時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
概
念

な
の
か
。こ
こ
で
は
、政
治
思
想
や
経
済
と
の
関
わ
り
か
ら
、こ
の
言
葉
の
辿
っ
た
歴
史
を

概
観
し
、近
年
台
頭
め
ざ
ま
し
い
新
し
い「
ソ
ー
シ
ャ
ル
」概
念
ま
で
を
追
っ
て
み
た
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
の
多
義
性

19世紀～20世紀前半20世紀後半21世紀 中世
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What does
“social”
mean?

特集
ソーシャルって何？
その1

1
Part



　
手
元
に
あ
る
英
和
辞
書
を
引
く
と
、social

と
い
う
形
容
詞
に
は
、
社
会
的

と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、⑴「
社
交
的
な
、
人
付
き
合
い
の
良
い
、
社
交
界
の
」

と
い
う
意
味
と
、⑵「
社
会
事
業
の
、
社
会
福
祉
の
、
社
会
福
祉
に
携
わ
る
」
と

い
う
意
味
が
目
に
つ
く
。
ま
た
名
詞
のthe social 

に
は
、
懇
親
会
、
親
睦
会
、

社
交
ク
ラ
ブ
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
は
⑴
の
形
容
詞
の
名
詞
形
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
（『
リ
ー
ダ
ー
ズ
英
和
辞
典
』
な
ど
）。

　
本
稿
で
は
⑴
の
側
面
に
も
注
意
し
つ
つ
、
特
に
、⑵
の
意
味
で
のsocial

と
い

う
形
容
詞
と
、
そ
の
派
生
形
と
し
て
のthe social

と
い
う
形
容
名
詞

（adjective noun

）
に
重
き
を
お
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
多
義
性
を
探
り
た
い
。

　
英
語
のsociety

の
語
源
と
も
言
え
る
ラ
テ
ン
語
の

societ -as

（
ソ
キ
エ
タ
ス
）
に
は
、
仲
間
の
結
合
と

い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
合

意
に
基
づ
く
様
々
な
結
合
を
意
味
し
て
い
た
。
中
世

ス
コ
ラ
哲
学
者
を
代
表
す
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

は
、「
何
ら
か
の
完
全
性
へ
向
か
う
人
々
の
集
ま
り
」

と
し
て
ソ
キ
エ
タ
ス
を
理
解
し
つ
つ
、
人
間
を
「
自

然
本
性
的
に
政
治
的
、
す
な
わ
ち
社
会
的
動
物
」
と

呼
ん
だ
。

　
近
代
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
社
会

理
解
は
、
ま
ず
、
個
人
間
の
相
互
契
約
に
よ
っ
て
あ

る
べ
き
政
治
社
会
が
作
ら
れ
る
と
い
う
社
会
契
約
説
（
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、

ル
ソ
ー
な
ど
）
に
と
っ
て
代
わ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
批
判
す
る
形
で
、
社
会
は

人
々
の
共
通
利
害
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
（
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
た
ち
）
も
有
力
に
な
る
。

　
し
か
し
、
19
世
紀
半
ば
に
な
る
と
産
業
の
発
達
が
も
た
ら
す
貧
富
の
拡
大
を

乗
り
越
え
る
と
い
う
意
味
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
社
会

主
義
思
想
は
別
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
基
本
法
（
ド
イ
ツ
の
現
憲
法
）
を

も
規
定
し
て
い
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
テ
ー
ト
（
社
会
的
国
家
）」
と
い
う
概

念
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
よ
う
。

　
社
会
的
国
家
と
い
う
概
念
に
は
、
幾
多
の
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
そ
れ
は
１
８

８
０
年
代
の
ビ
ス
マ
ル
ク（
１
８
１
５
〜
１
８
９
８
）の
社
会
政
策
に
行
き
着
く
。

統
一
ド
イ
ツ
帝
国
の
初
代
宰
相
と
な
っ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
そ
れ
ま
で
の
福
祉

行
政
や
慈
善
団
体
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
医
療
保
険
、
業
務
災
害
保
険
、
年
金
保

険
な
ど
を
導
入
し
て
、国
家
主
導
の
社
会
的
国
家
を
実
現
さ
せ
た
。彼
の
政
策
は
、

一
方
で
自
由
放
任
型
資
本
主
義
が
生
み
出
す
弱
者
保
護
を
意
図
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
ど
こ
ま
で
も
社
会
主
義
鎮
圧
法
と
ペ
ア
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
温
情
主

義
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
民
主
主
義
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か然

る
に
、
第
一
次
大
戦
敗
戦
後
の
１
９
１
９
年
に
発
布
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
は
、
民
主
主
義
的
な
要
素
を
社
会
的
国
家
に
加
え
、
人
々
の
社
会
権
の
保
障

を
明
記
し
た
。
ま
た
日
本
で
も
、
ド
イ
ツ
の

社
会
政
策
学
会
左
派
を
代
表
す
る
ル
ヨ
・
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
（
１
８
４
４
〜
１
９
３
１
）
に

学
び
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
旗
手
の
一
人

と
な
っ
た
福
田
徳
三
（
１
８
７
４
〜
１
９
３

０
）
は
、
１
９
２
２
年
刊
行
の
『
社
会
政
策

と
階
級
闘
争
』
で
、
行
政
学
の
父
と
し
て
名

高
い
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン（
１

８
１
５
〜
１
８
９
０
）
の
「
社
会
と
国
家
」

の
概
念
を
逆
転
さ
せ
、
次
の
よ
う
な
社
会
政

策
論
を
唱
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ

イ
ン
が
「
非
人
格
的
な
利
害
関
係
が
衝
突
す
る
領
域
」
を
「
社
会
」
と
呼
び
、

そ
の
矛
盾
を
、「
個
々
人
の
人
格
的
な
意
志
の
統
一
体
」
で
あ
る
「
国
家
」
に

よ
っ
て
制
御
す
る
こ
と
を
唱
え
た
の
に
対
し
、
福
田
は
「
社
会
」
を
「
人
格
が

自
己
実
現
の
た
め
に
非
人
格
的
な
も
の
に
抵
抗
す
る
運
動
の
場
」
と
し
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
捉
え
、
そ
の
社
会
運
動
を
「
国
家
」
が
承
認
し
、
そ
の
要
求
を
実
現

す
る
の
が
社
会
政
策
だ
と
い
う
思
想
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
「
社
会
」
概
念
は
、
１
９
３
０

年
代
の
ナ
チ
ズ
ム
（
ド
イ
ツ
）
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
日
本
）
の
前
に
崩
壊
す
る
。

中
で
も
「
社
会
と
国
家
」
の
区
別
の
無
効
性
を
唱
え
た
思
想
家
は
、
ド
イ
ツ
の

公
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
１
８
８
８
〜
１
９
８
５
）
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
掲
げ
た
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
社
会
的
国
家
の
理
念

は
、
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
で
復
活
す
る
。

　
日
本
の
一
部
の
政
治
家
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
改
憲
の
口
実
と
し
て
、
数

十
回
も
〝
憲
法
〞
が
変
え
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
も
少

な
く
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
変
え
て
は
い
け
な
い
条
項
が
二
つ

存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
尊
厳
を
謳
っ
た
第
１
条
と
国
家
秩
序
の
基
礎
を

謳
っ
た
第
20
条
で
あ
る
。
そ
の
第
20
条
の
第
１
項
に
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
は
、
民
主
的
社
会
的
連
邦
国
家
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合

の
社
会
的
国
家
と
は
、
国
民
の
社
会
保
障
と
社
会
正
義
の
実
現
を
目
指
す
国
是

を
意
味
し
て
い
る
。
英
語
圏
で
こ
の
言
葉
に
対
応
す
る
の
は
、
福
祉
国
家

（w
elfare state

）
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
で
は
憲

法
25
条
と
26
条
に
記
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
国
民
の
社

会
権
の
保
障
が
こ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
国
家
を
両
立
さ
せ
る
「
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
／
社
会
的

市
場
経
済
」
と
い
う
概
念
も
、
戦
後
か
ら
現
在
に
至

る
ド
イ
ツ
経
済
の
根
本
理
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
は
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
ア

デ
ナ
ウ
ア
ー
保
守
政
権
が
推
進
し
た
経
済
政
策
の
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
概
念
で
あ
り
、「
オ
ル
ド
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
秩
序
的
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ
る

経
済
学
者
た
ち
が
支
持
し
た
市
場
概
念
で
あ
る
。
オ
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、

計
画
経
済
に
対
す
る
市
場
経
済
の
優
位
を
唱
え
つ
つ
も
、
市
場
経
済
が
社
会
の

枠
内
に
あ
り
、
国
家
の
社
会
政
策
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
る
と
考
え
る
が
故
に
、

「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
保

守
政
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
が
唱
え
た
こ
の
概
念
は
、

後
に
政
権
を
担
っ
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
に
も
引
き
継
が
れ
、
社

会
的
市
場
経
済
の
概
念
を
Ｅ
Ｕ
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
現
在
の
メ
ル
ケ
ル

（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
政
権
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
業
家

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル（
１
９
３
０
〜
）が
名
付
け
た「
ラ
イ
ン
型
資
本
主
義
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
潮
流
と
は
独
立
に
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
生
ま
れ
の
経
済
学
者
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
（
１
８
８
６
〜
１
９
６
４
）
は
、

「
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
経
済
」
と
い
う
概
念
を
唱
え
た
。

　
さ
て
次
に
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
／
社
会
的
」
と
い
う
概
念
を
あ
か
ら
さ
ま
に
嫌

っ
た
二
人
の
思
想
家
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
１

９
０
６
〜
１
９
７
５
）
と
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
エ
ク
（
１
８
９

９
〜
１
９
９
２
）
と
い
う
思
想
的
に
全
く
異
な
る
二
人
の
例
で
あ
る
。

　
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
最
近
の
映
画
で
焦
点
と
な
っ
た
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ

ヒ
マ
ン
』（
１
９
６
３
年
）
に
先
立
つ
１
９
５
８
年
刊
行
の
『
人
間
の
条
件
』
で
、

彼
女
が
復
権
し
よ
う
と
す
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
／
公
共
的
」
の
概
念
に
「
ソ
ー
シ

ャ
ル
／
社
会
的
」
を
対
置
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
労
働
や
仕

事
と
区
別
さ
れ
る
言
語
活
動
に
よ
っ
て
成
立

す
る
「
政
治
的
な
る
も
の
＝
公
共
領
域

（public realm

）」
は
、
労
働
や
仕
事
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
私
的
経
済
と
峻
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
だ
が
、
近
代
に
お
い
て
私
的
経

済
が
政
治
的
な
公
共
領
域
に
侵
入
し
、
公
共

的
で
も
私
的
で
も
な
い
「
社
会
的
な
も
の

（the social

）」
が
台
頭
し
た
。
す
で
に
「
政

治
的
な
も
の
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
と
の

混
同
は
、前
述
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の「
人

間
は
そ
の
自
然
本
性
に
よ
っ
て
政
治
的
動
物
、

す
な
わ
ち
社
会
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
が
、
近
代
の
「
社

会
的
な
も
の
」
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
、
人
間
の
公
共
的
な
活
動
力
は
ま
す
ま
す

衰
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
彼
女
は
論
じ
、
市
民
に
よ
る
政
治
的
な
公
共
活
動

の
復
権
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ハ
イ
エ
ク
の
観
点
は
ア
ー
レ
ン
ト
と
全
く
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
切
の
社
会
主
義
経
済
を
批
判
し
、
法
の
支
配
の
下
、「
じ自 

せ
い生
的
な
秩
序
」
で

生
ま
れ
る
市
場
経
済
を
礼
賛
し
た
ハ
イ
エ
ク
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
／
社
会
的
」

と
い
う
形
容
詞
を
ぎ欺 

ま
ん瞞
的
な
概
念
と
し
て
激
し
く
批
判
し
た
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ

れ
ば
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
時
代
か
ら
広
ま
り
、
現
在
の
ド
イ
ツ
基
本
法
に
も
記
さ

れ
て
い
る
こ
の
概
念
は
、
意
味
が
極
め
て
曖
昧
な
「
ぼ
か
し
言
葉
（w

easel 
w
ord

）」に
す
ぎ
ず
、不
適
切
な
だ
け
で
な
く
有
害
で
あ
る
。「
社
会
的
市
場
経
済
」

は
市
場
経
済
の
意
味
を
曖
昧
に
す
る
冠
で
あ
り
、「
社
会
正
義（social justice

）」

と
い
う
概
念
は
、
競
争
的
な
市
場
経
済
と
は
相
容
れ
ず
、
社
会
主
義
に
道
を
開

く
分
配
的
正
義
を
意
味
す
る
が
故
に
、
自
由
主
義
者
は
拒
否
す
べ
き
で
あ
る

（『
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
』／
１
９
８
８
年
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク

の
思
想
は
、彼
の
弟
子
を
自
任
し
て
い
た
英
国
首
相
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー

（
１
９
２
５
〜
２
０
１
３
）
を
し
て
「
社
会
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
（T

here 
is no such thing as society.

）」
と
公
的
に
言
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
１
９
８
０
年
代
の
ハ
イ
エ
ク
や
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
発
言
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
１
９
９
０
年
代
以
降
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
／
社
会
的
」
と
い
う

概
念
は
英
語
圏
で
も
急
速
に
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企

業
の
社
会
的
責
任
）、Ｓ
Ｒ
Ｉ（
社
会
的
責
任
投
資
）、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
概
念
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
経
済

学
者
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
１
９
１
２
〜
２

０
０
６
）
が
述
べ
た
「
私
的
企
業
の
唯
一
の
倫
理
は

株
主
の
た
め
に
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と
」
と
い
う
企

業
観
を
打
破
し
て
、
社
会
に
対
す
る
責
任
や
貢
献
と

利
潤
追
求
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
新
し
い
企
業
観

に
立
脚
し
て
い
る
。

　
中
で
も
、
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ
ス
（
１
９
４
０
〜
）

が
始
め
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
を
モ

デ
ル
と
す
る
よ
う
な
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
」
は
、
ハ
イ
エ
ク
な
ら
ば
語

義
矛
盾
と
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
概
念
で
あ
り
、
有
料
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
い

つ
つ
社
会
貢
献
と
社
会
問
題
解
決
を
め
ざ
す
よ
う
な
公
共
性
を
担
う
と
い
う
点

で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
狭
い
公
共
論
を
打
破
す
る
概
念
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
日

本
で
も
広
ま
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
公
共
的
役
割
を
果
た
す
の
か
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
か
く
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
と
異
な
り
、
現
代
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
と
パ

ブ
リ
ッ
ク
は
必
ず
し
も
対
立
的
な
概
念
で
は
な
く
な
っ
た
し
、
実
際
に
ド
イ
ツ

の
社
会
的
国
家
と
い
う
概
念
は
最
初
か
ら
そ
の
両
立
を
め
ざ
し
て
い
る
。
確
か

に
現
代
で
も
、
経
済
学
に
お
け
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
チ
ョ
イ
ス
・
セ
オ
リ
ー
／

社
会
選
択
論
」（
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
や
鈴
村
興
太
郎
な
ど
が
そ
の
論
客
）

と
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
チ
ョ
イ
ス
・
セ
オ
リ
ー
／
公
共
選
択
論
」（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ブ
キ
ャ
ナ
ン
や
加
藤
寛
な
ど
が
そ
の
論
客
）
の
対
立
な
ど
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
学
問
界
で
の
対
立
な
い
し
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
／
社
会
政
策
」
と
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ

ー
／
公
共
政
策
」
の
概
念
の
違
い
は
、
現
在
で
は
微
々
た
る
違
い
に
な
っ
た
よ

う
に
思
え
る
。
実
際
、
私
が
専
門
と
す
る
公
共
哲
学
的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

社
会
的
問
題
と
公
共
的
問
題
は
ほ
と
ん
ど
同
義
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
比
べ
、
リ
ベ
ラ
ル
・
マ
イ
ン
ド
（
寛
大
な
心
）
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

思
想
的
な
意
味
合
い
で
の
リ
ベ
ラ
ル
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
違
い
に
関
し
て
は
、
や

や
複
雑
な
事
情
が
実
在
す
る
こ
と
を
認
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ

カ
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
概
念
が
保
守
に

対
抗
す
る
中
道
左
派
的
な
意
味
合
い
を
持
つ

一
方
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
と
い
う
概
念
が
政
治

や
政
策
の
領
域
で
は
な
く
企
業
の
領
域
で
用

い
ら
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
が
社
会
的
公
正
や
連
帯
と
い
う

政
治
的
意
味
を
持
つ
一
方
で
、
リ
ベ
ラ
ル
は

市
場
経
済
優
先
型
の
政
治
や
政
策
を
意
味
す

る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
自
由
市
場
を
優

先
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
人
々
の
社
会
的
公
正
を
優
先
す
る
「
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
が
対
置
さ
れ
る
ゆ
え
ん

所
以
で
あ
る
。
前
述
の
「
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、
リ
ベ
ラ
ル
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
を
融
合

し
た
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
市
場
を
優
先
す
る
か
社
会
的
公
正
を
優
先

す
る
か
で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
始
ま
っ
た
ば

か
り
の
ド
イ
ツ
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
大
連
立
政
権
が
ど
の
よ
う
な

政
策
を
遂
行
す
る
の
か
、
興
味
深
い
。

18
世
紀
ま
で
の
社
会
観

ソ
ー
シ
ャ
ル・ス
テ
ー
ト

（
社
会
的
国
家
）の

成
立
と
展
開

ソ
ー
シ
ャ
ル・マ
ー
ケ
ッ
ト・

エ
コ
ノ
ミ
ー（
社
会
的
市
場
経
済
）

の
概
念

ソ
ー
シ
ャ
ル
と
い
う

概
念
を
嫌
っ
た

ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
イ
エ
ク

人間は
その自然本性によって
政治的動物、すなわち
社会的動物である

トマス・アクィナスによって
「政治的」という言葉を
「社会的」という言葉に

置き換えられた
ラテン語訳には、もちろん、
大きな誤解が含まれている
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手
元
に
あ
る
英
和
辞
書
を
引
く
と
、social

と
い
う
形
容
詞
に
は
、
社
会
的

と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、⑴「
社
交
的
な
、
人
付
き
合
い
の
良
い
、
社
交
界
の
」

と
い
う
意
味
と
、⑵「
社
会
事
業
の
、
社
会
福
祉
の
、
社
会
福
祉
に
携
わ
る
」
と

い
う
意
味
が
目
に
つ
く
。
ま
た
名
詞
のthe social 

に
は
、
懇
親
会
、
親
睦
会
、

社
交
ク
ラ
ブ
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
は
⑴
の
形
容
詞
の
名
詞
形
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
（『
リ
ー
ダ
ー
ズ
英
和
辞
典
』
な
ど
）。

　
本
稿
で
は
⑴
の
側
面
に
も
注
意
し
つ
つ
、
特
に
、⑵
の
意
味
で
のsocial

と
い

う
形
容
詞
と
、
そ
の
派
生
形
と
し
て
のthe social

と
い
う
形
容
名
詞

（adjective noun

）
に
重
き
を
お
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
多
義
性
を
探
り
た
い
。

　
英
語
のsociety

の
語
源
と
も
言
え
る
ラ
テ
ン
語
の

societ -as

（
ソ
キ
エ
タ
ス
）
に
は
、
仲
間
の
結
合
と

い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
合

意
に
基
づ
く
様
々
な
結
合
を
意
味
し
て
い
た
。
中
世

ス
コ
ラ
哲
学
者
を
代
表
す
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

は
、「
何
ら
か
の
完
全
性
へ
向
か
う
人
々
の
集
ま
り
」

と
し
て
ソ
キ
エ
タ
ス
を
理
解
し
つ
つ
、
人
間
を
「
自

然
本
性
的
に
政
治
的
、
す
な
わ
ち
社
会
的
動
物
」
と

呼
ん
だ
。

　
近
代
に
入
る
と
、
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
社
会

理
解
は
、
ま
ず
、
個
人
間
の
相
互
契
約
に
よ
っ
て
あ

る
べ
き
政
治
社
会
が
作
ら
れ
る
と
い
う
社
会
契
約
説
（
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、

ル
ソ
ー
な
ど
）
に
と
っ
て
代
わ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
批
判
す
る
形
で
、
社
会
は

人
々
の
共
通
利
害
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
（
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
家
た
ち
）
も
有
力
に
な
る
。

　
し
か
し
、
19
世
紀
半
ば
に
な
る
と
産
業
の
発
達
が
も
た
ら
す
貧
富
の
拡
大
を

乗
り
越
え
る
と
い
う
意
味
で
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
社
会

主
義
思
想
は
別
に
し
て
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
基
本
法
（
ド
イ
ツ
の
現
憲
法
）
を

も
規
定
し
て
い
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
テ
ー
ト
（
社
会
的
国
家
）」
と
い
う
概

念
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
よ
う
。

　
社
会
的
国
家
と
い
う
概
念
に
は
、
幾
多
の
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
そ
れ
は
１
８

８
０
年
代
の
ビ
ス
マ
ル
ク（
１
８
１
５
〜
１
８
９
８
）の
社
会
政
策
に
行
き
着
く
。

統
一
ド
イ
ツ
帝
国
の
初
代
宰
相
と
な
っ
た
ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
そ
れ
ま
で
の
福
祉

行
政
や
慈
善
団
体
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
医
療
保
険
、
業
務
災
害
保
険
、
年
金
保

険
な
ど
を
導
入
し
て
、国
家
主
導
の
社
会
的
国
家
を
実
現
さ
せ
た
。彼
の
政
策
は
、

一
方
で
自
由
放
任
型
資
本
主
義
が
生
み
出
す
弱
者
保
護
を
意
図
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
ど
こ
ま
で
も
社
会
主
義
鎮
圧
法
と
ペ
ア
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
温
情
主

義
的
な
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
民
主
主
義
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か然

る
に
、
第
一
次
大
戦
敗
戦
後
の
１
９
１
９
年
に
発
布
し
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
は
、
民
主
主
義
的
な
要
素
を
社
会
的
国
家
に
加
え
、
人
々
の
社
会
権
の
保
障

を
明
記
し
た
。
ま
た
日
本
で
も
、
ド
イ
ツ
の

社
会
政
策
学
会
左
派
を
代
表
す
る
ル
ヨ
・
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
（
１
８
４
４
〜
１
９
３
１
）
に

学
び
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
旗
手
の
一
人

と
な
っ
た
福
田
徳
三
（
１
８
７
４
〜
１
９
３

０
）
は
、
１
９
２
２
年
刊
行
の
『
社
会
政
策

と
階
級
闘
争
』
で
、
行
政
学
の
父
と
し
て
名

高
い
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン（
１

８
１
５
〜
１
８
９
０
）
の
「
社
会
と
国
家
」

の
概
念
を
逆
転
さ
せ
、
次
の
よ
う
な
社
会
政

策
論
を
唱
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
タ

イ
ン
が
「
非
人
格
的
な
利
害
関
係
が
衝
突
す
る
領
域
」
を
「
社
会
」
と
呼
び
、

そ
の
矛
盾
を
、「
個
々
人
の
人
格
的
な
意
志
の
統
一
体
」
で
あ
る
「
国
家
」
に

よ
っ
て
制
御
す
る
こ
と
を
唱
え
た
の
に
対
し
、
福
田
は
「
社
会
」
を
「
人
格
が

自
己
実
現
の
た
め
に
非
人
格
的
な
も
の
に
抵
抗
す
る
運
動
の
場
」
と
し
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
捉
え
、
そ
の
社
会
運
動
を
「
国
家
」
が
承
認
し
、
そ
の
要
求
を
実
現

す
る
の
が
社
会
政
策
だ
と
い
う
思
想
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
「
社
会
」
概
念
は
、
１
９
３
０

年
代
の
ナ
チ
ズ
ム
（
ド
イ
ツ
）
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
日
本
）
の
前
に
崩
壊
す
る
。

中
で
も
「
社
会
と
国
家
」
の
区
別
の
無
効
性
を
唱
え
た
思
想
家
は
、
ド
イ
ツ
の

公
法
学
者
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
１
８
８
８
〜
１
９
８
５
）
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
掲
げ
た
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
社
会
的
国
家
の
理
念

は
、
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
で
復
活
す
る
。

　
日
本
の
一
部
の
政
治
家
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
改
憲
の
口
実
と
し
て
、
数

十
回
も
〝
憲
法
〞
が
変
え
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
も
少

な
く
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
基
本
法
で
は
変
え
て
は
い
け
な
い
条
項
が
二
つ

存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
尊
厳
を
謳
っ
た
第
１
条
と
国
家
秩
序
の
基
礎
を

謳
っ
た
第
20
条
で
あ
る
。
そ
の
第
20
条
の
第
１
項
に
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
は
、
民
主
的
社
会
的
連
邦
国
家
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合

の
社
会
的
国
家
と
は
、
国
民
の
社
会
保
障
と
社
会
正
義
の
実
現
を
目
指
す
国
是

を
意
味
し
て
い
る
。
英
語
圏
で
こ
の
言
葉
に
対
応
す
る
の
は
、
福
祉
国
家

（w
elfare state

）
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
で
は
憲

法
25
条
と
26
条
に
記
さ
れ
た
国
家
に
よ
る
国
民
の
社

会
権
の
保
障
が
こ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
国
家
を
両
立
さ
せ
る
「
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
／
社
会
的

市
場
経
済
」
と
い
う
概
念
も
、
戦
後
か
ら
現
在
に
至

る
ド
イ
ツ
経
済
の
根
本
理
念
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
は
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
ア

デ
ナ
ウ
ア
ー
保
守
政
権
が
推
進
し
た
経
済
政
策
の
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
た
概
念
で
あ
り
、「
オ
ル
ド
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
秩
序
的
自
由
主
義
」
と
呼
ば
れ
る

経
済
学
者
た
ち
が
支
持
し
た
市
場
概
念
で
あ
る
。
オ
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、

計
画
経
済
に
対
す
る
市
場
経
済
の
優
位
を
唱
え
つ
つ
も
、
市
場
経
済
が
社
会
の

枠
内
に
あ
り
、
国
家
の
社
会
政
策
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
る
と
考
え
る
が
故
に
、

「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
い
う
概
念
を
打
ち
出
し
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
保

守
政
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
が
唱
え
た
こ
の
概
念
は
、

後
に
政
権
を
担
っ
た
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
に
も
引
き
継
が
れ
、
社

会
的
市
場
経
済
の
概
念
を
Ｅ
Ｕ
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
現
在
の
メ
ル
ケ
ル

（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
政
権
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
業
家

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル（
１
９
３
０
〜
）が
名
付
け
た「
ラ
イ
ン
型
資
本
主
義
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
潮
流
と
は
独
立
に
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
生
ま
れ
の
経
済
学
者
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
（
１
８
８
６
〜
１
９
６
４
）
は
、

「
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
た
経
済
」
と
い
う
概
念
を
唱
え
た
。

　
さ
て
次
に
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
／
社
会
的
」
と
い
う
概
念
を
あ
か
ら
さ
ま
に
嫌

っ
た
二
人
の
思
想
家
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
１

９
０
６
〜
１
９
７
５
）
と
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
エ
ク
（
１
８
９

９
〜
１
９
９
２
）
と
い
う
思
想
的
に
全
く
異
な
る
二
人
の
例
で
あ
る
。

　
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
最
近
の
映
画
で
焦
点
と
な
っ
た
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ

ヒ
マ
ン
』（
１
９
６
３
年
）
に
先
立
つ
１
９
５
８
年
刊
行
の
『
人
間
の
条
件
』
で
、

彼
女
が
復
権
し
よ
う
と
す
る
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
／
公
共
的
」
の
概
念
に
「
ソ
ー
シ

ャ
ル
／
社
会
的
」
を
対
置
す
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
労
働
や
仕

事
と
区
別
さ
れ
る
言
語
活
動
に
よ
っ
て
成
立

す
る
「
政
治
的
な
る
も
の
＝
公
共
領
域

（public realm

）」
は
、
労
働
や
仕
事
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
私
的
経
済
と
峻
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
だ
が
、
近
代
に
お
い
て
私
的
経

済
が
政
治
的
な
公
共
領
域
に
侵
入
し
、
公
共

的
で
も
私
的
で
も
な
い
「
社
会
的
な
も
の

（the social

）」
が
台
頭
し
た
。
す
で
に
「
政

治
的
な
も
の
」
と
「
社
会
的
な
も
の
」
と
の

混
同
は
、前
述
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の「
人

間
は
そ
の
自
然
本
性
に
よ
っ
て
政
治
的
動
物
、

す
な
わ
ち
社
会
的
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
が
、
近
代
の
「
社

会
的
な
も
の
」
の
肥
大
化
に
よ
っ
て
、
人
間
の
公
共
的
な
活
動
力
は
ま
す
ま
す

衰
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
彼
女
は
論
じ
、
市
民
に
よ
る
政
治
的
な
公
共
活
動

の
復
権
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ハ
イ
エ
ク
の
観
点
は
ア
ー
レ
ン
ト
と
全
く
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
切
の
社
会
主
義
経
済
を
批
判
し
、
法
の
支
配
の
下
、「
じ自 

せ
い生
的
な
秩
序
」
で

生
ま
れ
る
市
場
経
済
を
礼
賛
し
た
ハ
イ
エ
ク
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
／
社
会
的
」

と
い
う
形
容
詞
を
ぎ欺 

ま
ん瞞
的
な
概
念
と
し
て
激
し
く
批
判
し
た
。
ハ
イ
エ
ク
に
よ

れ
ば
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
時
代
か
ら
広
ま
り
、
現
在
の
ド
イ
ツ
基
本
法
に
も
記
さ

れ
て
い
る
こ
の
概
念
は
、
意
味
が
極
め
て
曖
昧
な
「
ぼ
か
し
言
葉
（w

easel 
w
ord

）」に
す
ぎ
ず
、不
適
切
な
だ
け
で
な
く
有
害
で
あ
る
。「
社
会
的
市
場
経
済
」

は
市
場
経
済
の
意
味
を
曖
昧
に
す
る
冠
で
あ
り
、「
社
会
正
義（social justice

）」

と
い
う
概
念
は
、
競
争
的
な
市
場
経
済
と
は
相
容
れ
ず
、
社
会
主
義
に
道
を
開

く
分
配
的
正
義
を
意
味
す
る
が
故
に
、
自
由
主
義
者
は
拒
否
す
べ
き
で
あ
る

（『
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
』／
１
９
８
８
年
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
エ
ク

の
思
想
は
、彼
の
弟
子
を
自
任
し
て
い
た
英
国
首
相
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー

（
１
９
２
５
〜
２
０
１
３
）
を
し
て
「
社
会
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
（T

here 
is no such thing as society.

）」
と
公
的
に
言
わ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
１
９
８
０
年
代
の
ハ
イ
エ
ク
や
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
発
言
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
１
９
９
０
年
代
以
降
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル
／
社
会
的
」
と
い
う

概
念
は
英
語
圏
で
も
急
速
に
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
特
に
Ｃ
Ｓ
Ｒ（
企

業
の
社
会
的
責
任
）、Ｓ
Ｒ
Ｉ（
社
会
的
責
任
投
資
）、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
概
念
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
経
済

学
者
ミ
ル
ト
ン
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（
１
９
１
２
〜
２

０
０
６
）
が
述
べ
た
「
私
的
企
業
の
唯
一
の
倫
理
は

株
主
の
た
め
に
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と
」
と
い
う
企

業
観
を
打
破
し
て
、
社
会
に
対
す
る
責
任
や
貢
献
と

利
潤
追
求
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
新
し
い
企
業
観

に
立
脚
し
て
い
る
。

　
中
で
も
、
ム
ハ
マ
ド
・
ユ
ヌ
ス
（
１
９
４
０
〜
）

が
始
め
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
グ
ラ
ミ
ン
銀
行
を
モ

デ
ル
と
す
る
よ
う
な
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
」
は
、
ハ
イ
エ
ク
な
ら
ば
語

義
矛
盾
と
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
概
念
で
あ
り
、
有
料
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
い

つ
つ
社
会
貢
献
と
社
会
問
題
解
決
を
め
ざ
す
よ
う
な
公
共
性
を
担
う
と
い
う
点

で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
狭
い
公
共
論
を
打
破
す
る
概
念
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
日

本
で
も
広
ま
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
公
共
的
役
割
を
果
た
す
の
か
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
か
く
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
と
異
な
り
、
現
代
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
と
パ

ブ
リ
ッ
ク
は
必
ず
し
も
対
立
的
な
概
念
で
は
な
く
な
っ
た
し
、
実
際
に
ド
イ
ツ

の
社
会
的
国
家
と
い
う
概
念
は
最
初
か
ら
そ
の
両
立
を
め
ざ
し
て
い
る
。
確
か

に
現
代
で
も
、
経
済
学
に
お
け
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
チ
ョ
イ
ス
・
セ
オ
リ
ー
／

社
会
選
択
論
」（
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
や
鈴
村
興
太
郎
な
ど
が
そ
の
論
客
）

と
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
チ
ョ
イ
ス
・
セ
オ
リ
ー
／
公
共
選
択
論
」（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ブ
キ
ャ
ナ
ン
や
加
藤
寛
な
ど
が
そ
の
論
客
）
の
対
立
な
ど
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
学
問
界
で
の
対
立
な
い
し
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
／
社
会
政
策
」
と
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ポ
リ
シ

ー
／
公
共
政
策
」
の
概
念
の
違
い
は
、
現
在
で
は
微
々
た
る
違
い
に
な
っ
た
よ

う
に
思
え
る
。
実
際
、
私
が
専
門
と
す
る
公
共
哲
学
的
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

社
会
的
問
題
と
公
共
的
問
題
は
ほ
と
ん
ど
同
義
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
比
べ
、
リ
ベ
ラ
ル
・
マ
イ
ン
ド
（
寛
大
な
心
）
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

思
想
的
な
意
味
合
い
で
の
リ
ベ
ラ
ル
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
違
い
に
関
し
て
は
、
や

や
複
雑
な
事
情
が
実
在
す
る
こ
と
を
認
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ

カ
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
概
念
が
保
守
に

対
抗
す
る
中
道
左
派
的
な
意
味
合
い
を
持
つ

一
方
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
と
い
う
概
念
が
政
治

や
政
策
の
領
域
で
は
な
く
企
業
の
領
域
で
用

い
ら
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
が
社
会
的
公
正
や
連
帯
と
い
う

政
治
的
意
味
を
持
つ
一
方
で
、
リ
ベ
ラ
ル
は

市
場
経
済
優
先
型
の
政
治
や
政
策
を
意
味
す

る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
自
由
市
場
を
優

先
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
人
々
の
社
会
的
公
正
を
優
先
す
る
「
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
が
対
置
さ
れ
る
ゆ
え
ん

所
以
で
あ
る
。
前
述
の
「
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
は
、
リ
ベ
ラ
ル
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
を
融
合

し
た
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
市
場
を
優
先
す
る
か
社
会
的
公
正
を
優
先

す
る
か
で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
始
ま
っ
た
ば

か
り
の
ド
イ
ツ
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
大
連
立
政
権
が
ど
の
よ
う
な

政
策
を
遂
行
す
る
の
か
、
興
味
深
い
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
の
新
た
な
台
頭

ソ
ー
シ
ャ
ル
、パ
ブ
リ
ッ
ク
、リ
ベ
ラ
ル
の

相
互
連
関

ソーシャル・ビジネスは、
社会問題を

根絶するための
利他的なビジネスと

考えられる

や
ま
わ
き・な
お
し
／
哲
学
者
。１
９
４
９
年
生
ま
れ
。一
橋
大
学
経

済
学
部
卒
業
、上
智
大
学
大
学
院
哲
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
、

ミ
ュンヘン
大
学
に
て
哲
学
博
士
号
取
得
。東
京
大
学
名
誉
教
授
。現

在
、星
槎
大
学
共
生
科
学
部
教
授
。専
門
は
公
共
哲
学
、社
会
思
想

史
。『
ヨ
ー
ロッ
パ
社
会
思
想
史
』『
公
共
哲
学
と
は
何
か
』『
社
会
と

ど
う
か
か
わ
る
か
』ほ
か
著
書
多
数
。
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